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Specialists in Pre-Shipment Inspections 

30th July 2009 
お客様各位 
Dear Customer 

株式会社日本輸出自動車検査センター 
Japan Export Vehicle Inspection Center Co., Ltd. 

 
ケニア RWI に関するお知らせ No.26- 路上使用適格性検査基準の追加 

Kenya RWI Announcement No.26- Addition of RWI Inspection Criteria 
 
 
ケニア基準局は、表示されている走行距離計の検証を、ケニア向け路上走行車両証明の必須条件

とすることを発表しました。 
The Kenya Bureau of Standards has announced that odometer reading verification is a 
mandatory requirement during the certification of road vehicles destined to Kenya.  
 
2009 年 8 月 1 日以後に検査を受ける車両は、公文書もしくはその関係書類と、検査時の実表示

走行距離計との間の矛盾は認めることはできません。すなわち、実際に表示されている走行距離

が書類記載を上回っている必要があります。検査不合格車両は、ケニアへ輸入することが不可能

となります。 
Vehicles inspected on or after 1st August 2009 are not permitted any discrepancies between 
regulatory / supporting documentation and the actual odometer reading at the time of inspection 
i.e. the actual odometer reading must be higher than the documented reading. Vehicles failing the 
inspection cannot be imported into Kenya. 
 
走行距離計に矛盾がある車両は調査を受け、それらは検証を支援するために全国的なデータベー

スに通されます。走行距離計が交換された車両は、検査不合格となりますことをご留意願います。 
For vehicles investigated for odometer discrepancy, these will be passed through national 
databases to aid in verification. Note that vehicles that have had a replaced odometer will fail the 
inspection. 
 
ご不明な点などございましたら、JEVIC 横浜までお問い合わせください。 
If you have further questions, please do not hesitate to contact JEVIC Yokohama. 
 

 
Kind Regards, 

JEVIC Management 
Attached documents: 
 
KEBS Announcements (English)     2 copies 
KEBS Announcements (Japanese) 1 copy    
 
 
 

 







プレスリリース 
 
REF: KEBS/CC/20/2/ 
 

日付：2009 年 7 月 28 日 
ニュース/ビジネス編集者 各位 
 
拝啓、 
 
件名：ケニア共和国向け路上走行車両の事前検査 
 
ここ近年、KEBS は表示されている走行距離計の障害や不正について、あらゆる報告、発生事例

や苦情を受けてきました。 ケニア国民が金額に見合ったものを手に入れられるよう、また、国民を

今後の違法行為から守るためにも、ケニア基準局（KEBS）は、全ての輸出者、輸入者、利害関係

者や一般市民の皆様に表示走行距離計の検証をケニア向け路上走行車両証明の必須条件とする

ことをここに通知いたします。 
 
直ちに効力を発するものとし、株式会社日本輸出自動車検査センター（JEVIC）は既に、公文書もし

くはその関係書類（例、輸出予定届出証明書、登録文書、登録抹消文書、車検証やオークションシ

ート等）と、検査時の実際に表示されている走行距離計との間に矛盾を発見、はっきりと確認した場

合、その供給国において（この場合、日本、シンガポール、南アフリカ、イギリスならびにドバイ）、不

適合報告書（NCRs; Non-Conformity Report）を発行するよう指導を受けています。 
 
NCRs が発行された車両は、ケニア共和国への入国は認められません。この指示の履行は、2009
年 8 月 1 日を含め、それ以降に検査を受ける車両より効力を生じます。 
 
ケニアへの走行距離輸入に関する一般指針については、www.kebs.orgをご参照下さい。 
 
 

敬具 
 
Dr. Kioko Mang’eli 
MANAGING DIRECTOR 
 

http://www.kebs.org/
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